
 

 

 

 

 

〇 夏休み、インターネット漬けにならないようにしましょう！！ 

インターネット依存を調べるテストの一例です。 

・インターネットをする時間を増やすために、家庭での仕事や役割をおろそかにする 

・インターネットをしている時間が長くて、学校の成績や学業に支障をきたす 

・人にインターネットで何をしているのか聞かれたとき防御的になったり、隠そうとしたりする 

・日々の生活の心配事から心をそらすためにインターネットで心を静める 

・インターネットをしている最中に誰かに邪魔をされると、いらいら

したり、怒ったり、大声を出したりする 

・睡眠時間をけずって、深夜までインターネットをする 

・インターネットをする時間を減らそうとしてもできない 

・インターネットをしていた時間の長さを隠そうとする 

・インターネットをしていないと憂うつになったり、いらいらしたりし

ても、インターネットを再開すると嫌な気持ちが消える 

 

独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターのHPに「IAT : Internet Addiction Test 

(インターネット依存度テスト)」が載っています。 

各質問の 1～20について、5段階で回答すると、得点で表してくれます。 

 

インターネット依存になると、次のような問題があると言われています。 

① 健康被害 

・視力障害（スマホ近視/スマホ老眼） 

・スマホ巻き肩/スマホ肘 

・テキストネック/ストレートネック/スマホ首 

・睡眠障害（長時間使用に関する生活リズムの乱れ、集中力低下） 

・指の腱鞘炎・指の変形（スマホの荷重を支える骨の変形） 
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② 学習能力・運動能力の低下 

・学習能力の低下（相対的な学習時間減少・集中力低下に伴う） 

・運動能力の低下（相対的な運動時間減少に伴う） 

・言語能力の低下 

③ 注意力低下による事故・負傷など 

・歩きスマホ、ながらスマホによるホーム転落事故など 

・運転中のスマホ操作による自転車・自動車事故など 

④ コミュニケーションのトラブル 

・誹謗中傷、いじめ（SNS参加に対する脅迫観念） 

・親子関係の希薄化、友人関係の希薄化 

・社会性・感受性の低下 

・抑うつや攻撃性の出現 

⑤ 金銭のトラブル 

・オンラインゲーム/アプリゲームの高額請求 

・通販サイトの後払い利用などによる支払いの滞納など 

・架空請求サイトによる詐欺被害 

⑥ 犯罪加害・被害に関するトラブル 

・意識の薄い犯罪予告/犯罪勧誘 

・X（旧Twitter）等での犯罪・非常識行為の自慢 

・有害サイトへのアクセス・援助交際・金銭授受 

・画像・動画配信被害（個人の特定・ストーキング・リベンジポルノ） 

・個人情報の漏えい 

インターネット依存を予防するために 

➀ インターネット依存を知る 

度々述べている通り、インターネット依存はまだまだ生まれて日の浅い依存症です。 

今後のエビデンスの蓄積で、様々な状況の変化も起きるでしょう。 

 インターネットはもはや生活と切っても切り離せないインフラのため、ポジティブな側面にも意

識を向けて、有効活用する方法を考えることも必要になります。 

 常に最新の情報を入手し、予防への意識をアップデートするようにしてください。 



➁ 自分自身の機器利用を定期的に省みる 

なにげなく手持無沙汰の時に、スマートフォンで SNSやニュースサイトを見たりしていませ

んか？ 寝る前に、ちょっと 10分と思って、スマートフォンでゲームを始めたら、いつのまにか 2

時間経ってしまった。そうだとすれば、その人は黄色信号です。 

 依存の入り口はそういう目的意識のない惰性的な利用の陰に隠れています。 

 極力、情報機器を使う際は、何をするかを決め、使用時間を決めて触ることで、きりよく機器を

利用することができ、ダラダラとした利用から離れやすくなります。 

③ 端末利用のルールを決める 

こどもにインターネットに接続できる機器を買い与える際には、もしくは自分の機器を貸し与

える際には必ずルールを決めて渡すようにしてください。必ず渡す前にお互いが納得できるル

ールを話し合って決めます。そして、ルールを守れなかった時のペナルティも話し合って決めま

しょう。 

 ルールを守れなかった時は、厳格な態度でペナルティを課します。 

 中途半端にしてしまうと、決めたルールを守らなくていいという考えが生まれてしまい、その後

の機器の利用に歯止めがかからなくなります。 

➃ 親子でルールに取り組む 

ルールは親子で守れるものにして、一緒に取り組んでください。 

例えば、夜 9時以降は触らない。親子の端末を同じ場所に保管しておく。食事の時にスマー

トフォンは触らない。「仕事だから～」「○○だから～」と言い訳をしない。何かあったら、すぐ親

や周囲の人に相談する。などです。 

子どもといっしょに取り組むことで、自身のインターネット依存の予防にもなります。 

親が厳格な態度でルールを守っていることは、必ずこどもにも伝わります。 

➄ インターネットの無い環境に臨む機会を作る 

たまには、インターネットの無い環境に親子で臨むこと

も大事です。 

電波の届かない場所にキャンプでも良いですし、家族全

員が使わないというルールを決めて週末旅行などです。 

  自分自身についてもそうですが、もしこの取り組みの間に携帯が気になってソワソワしてしま

うような素振りがあれば、もしくは頻繁に携帯を使いたがるようなことがあれば、携帯機器への

とらわれが生まれています。要注意です。 

  インターネット利用以外の時間の使い方へ誘導し、様々なことに意識を向けられるように介

入を考える必要があると言えます。 



➅ こどもの利用状況を知る 

どんなアプリがインストールされているのか、どんな友達とやり取りをしているのか、普段の

会話からこどもの利用状況を知ってください。 

  利用しているアプリや何を楽しんでいるのかを知ることで、子供の利用状況にどんな潜在

的なリスクがあるのかを知ることができます。 

  かといって、頭ごなしに否定したり、禁止したりするのではなく、子供がどういう目的意識を

持ってそのサービスを利用しているのかを知って理解することで、何かトラブルがあった際の解

決の糸口が見つかりやすくなります。 

 

〇 被疑者だけでなく、加害者にならないようにしましょう！！ 

被害者で多いのが自分の写真をアップすること！！ 

 自撮り写真でのトラブルも小中学生は多いです。 

  ・（相手に頼まれて）水着等の写真を送った。（女子だけでなく、男子も） 

  ・（表札、電柱等の住所標識、マンホール等が写り）自宅が特定されるような  

写真をアップした。 

などで、写真が拡散されるだけでなく、自宅や自宅付近で不審者に襲われるようなケースもあり

ます。 

加害者で多いのが他人の写真をアップすること！！ 

他人の写真を勝手に SNS等インターネット上にアップすることは、“しては

いけないこと”と知っている児童は多いです。しかし、小中学生のトラブルで多

いのは、友だちの写真を撮って SNSに載せることです。 

・友だちの寝ている様子を写真に撮って、グループのメンバーに拡散。 

・友だちの顔の写真を加工（友達が嫌がるような風に）して、グループのメンバーに拡散。 

・友だちの名前等（個人情報）が載っている写真を、グループのメンバーに拡散。 

などありますが、それを見たグループのメンバーが他のグループに転載すると、そのグループでも

拡散し、さらにそれを見たグループのメンバーが他のグループに転載する…、となっていき、収集の

つかない状態になります。また、拡散した写真は、消すことは不可能です。 

通信ゲームで事件に巻き込まれるケースも！！ 

インターネットのゲームで、どこかの誰かと一緒に遊べ、相手と会話（チャット）等

をして、コミュニケーションを取れるものもあります。そこで仲良くなった人とつなが

り、個人情報を聞き出されたり、会ったりして事件に巻き込まれることもあります。 


